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                        姫路市上下水道局公告第 １２ 号 

                            令和 ６年 １月 １２日 

 

                   姫路市上下水道事業管理者  稙 田 敏 勝 

 

  総合評価落札方式による制限付一般競争入札について 

 

 下水道管路施設包括的維持管理等業務委託について、総合評価落札方式による制限付一

般競争入札により契約を締結するので、姫路市上下水道局契約規程（令和４年姫路市上下水

道局管理規程第７号）第２条の規定の例によりその例によることとされた姫路市契約規則

（昭和６２年姫路市規則第２９号。以下「規則」という。）第４条の規定により下記のとお

り公告する。 

 

記  

１ 入札に付する事項 

⑴ 業務名 

下水道管路施設包括的維持管理等業務委託（以下「本業務」という。） 

⑵ 対象施設 

下水道管路施設のうち、合流式及び分流式の汚水管路（管渠
きょ

、マンホール、マンホー

ルのふた、取付管及び公共ますをいう。）を対象施設とする（分流式の雨水管路及び皮

革排水に係る管路は除く。）。 

⑶ 業務場所 

姫路市網干区興浜ほか揖保川流域関連姫路市公共下水道（揖保川処理区内） 

⑷ 業務内容 

本業務は、下水道管路施設の維持管理業務、設計業務及び改築工事を一括して委託す

ることにより、受託事業者（以下「事業者」という。）が、下水道管路施設の維持、点

検及び調査を実施し、長寿命化対策が必要な下水道管について改築工事（管渠
きょ

更生工法、

マンホール更生工法に限る。）の設計及び施工を行うものである。 

また、姫路市と事業者との間で災害時対応に関する協定を締結し、災害時においても

迅速かつ円滑に災害対応を実施するものである。 

以下に主な業務を示す。なお、具体的な業務の内容及びその他詳細については、要求

水準書等を参照すること。 

ア 維持管理業務 

(ｱ) 統括管理業務 

a 統括マネジメント工 

(ｲ) 計画的業務 
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a 巡視［簡易報告施設］ 

b 調査（本管ＴＶ調査工、大口径管ＴＶ調査工、本管目視調査工、マンホール目

視調査工［簡易報告施設］） 

c 清掃（管渠
きょ

内洗浄工、管渠
きょ

内清掃工） 

(ｳ) 住民対応等業務 

a 住民対応工 

b 事故対応工 

c 他工事等立会工 

(ｴ) 修繕業務 

a 修繕等工事（単価契約レベル） 

イ 設計業務 

a 詳細設計（管渠
きょ

更生工） 

b 詳細設計（マンホール更生工） 

ウ 改築工事 

a 管渠
きょ

更生工事 

b マンホール更生工事 

エ 災害対応業務 

a 被災状況把握等 

b 二次災害防止等緊急措置・対応 

⑸ 業務履行期間 

維持管理委託契約、設計委託契約及び建設請負契約の締結日から令和９年３月３１

日まで 

⑹ 支払方法 

第１７項 第３号による。 

⑺ 業務量の目安 

ア 本業務の委託料の上限額（予定価格）は、次のとおりとする。 

４１６,８２７千円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

イ 各業務費の内訳の目安は、次のとおりとする。 

(ｱ) 維持管理業務 

１９２,６６１千円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

(ｲ) 設計業務 

１３,８２１千円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

(ｳ) 改築工事 

２１０,３４５千円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

２ 入札参加資格 

⑴ 入札参加者の構成等 
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ア 入札参加者は、次に掲げる者（以下「構成員」という。）から構成されるグループ

（以下「グループ」という。）とする。 

(ｱ) 維持管理業務を実施する者（以下「維持管理企業」という。） 

(ｲ) 設計業務を実施する者（以下「設計企業」という。） 

(ｳ) 改築工事を実施する者（以下「建設企業」という。） 

なお、１者が複数の業務を兼ねて実施すること又は業務範囲を明確にした上で維

持管理業務を複数の者で分担して実施することは差し支えない。 

イ 構成員のうち、維持管理企業（維持管理業務を複数の企業で分担して実施する場合

は、維持管理企業の代表企業として届け出た企業）をグループの代表企業として定め、

入札手続や落札者となった場合の契約事務等において、グループ内の全ての調整等

を行うとともに、姫路市との協議等並びに姫路市への提出及び通知等を行うものと

する。 

ウ 災害対応業務については、落札者となった場合に、姫路市と協議の上、災害時維持

修繕協定を締結する。 

エ 構成員は、他の入札参加者の構成員となることはできない。 

⑵ 共通の入札参加資格 

入札に参加する資格（以下「入札参加資格」という。）を有する者は、次に掲げる要

件を全て満たす者とする。 

ア 姫路市上下水道局入札参加資格制限基準（令和４年４月１日制定。以下「入札制限

基準」という。）に該当しない者であること。 

イ 姫路市上下水道局が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱（令和

４年４月１日制定。以下「暴力団排除要綱」という。）第２条の規定によりその例に

よることとされた姫路市が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱

（平成２５年４月１日制定）第３条に定める排除対象業者（以下「排除対象業者」と

いう。）に該当しない者であること。 

ウ 法人にあっては、姫路市税（以下「市税」という。）、消費税及び地方消費税並びに

法人税に滞納がない者。個人にあっては、市税、消費税及び地方消費税並びに所得税

に滞納がない者（新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法

律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５号）第３条の規定による納税の猶予

を受けている場合は、当該猶予以外に国税の滞納がない者。地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）附則第５９条の規定による徴収猶予を受けている場合は、当該猶予以

外に市税の滞納がない者）。 

エ 本業務に係る発注者支援業務の受託者（株式会社日水コンをいう。以下エにおいて

同じ。）又は当該受託者と資金面若しくは人事面において関連が認められない者であ

ること。 

オ 公告の日から落札決定の日までの間において、次の全てに該当する者であること。 
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(ｱ) 姫路市上下水道局指名停止等措置要綱（令和４年４月１日制定。以下「指名停

止等措置要綱」という。）の規定による指名停止（以下「指名停止」という。）を

受けていない者であること。 

(ｲ) 指名停止等措置要綱第３条第１項の規定によりその例によることとされた姫

路市登録業者指名停止等措置要綱（昭和６２年６月２５日制定）第２条に規定す

る指名停止の措置要件に該当しない者であること。 

カ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て（同法附

則第２条の規定により、なお従前の例によることとされる場合における更生手続開

始の申立てを含む。以下同じ。）がなされていない者又は当該申立てがなされている

場合において、国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けている者であること。 

キ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ていない者又は当該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般競争参

加資格の再認定を受けている者であること。 

ク 入札に参加しようとする者との関係が次の(ｱ)から(ｳ)までのいずれにも該当しな

い者であること。 

(ｱ) 資本関係 

次のいずれかに該当する２者の場合をいう。ただし、子会社（会社法（平成１７

年法律第８６号）第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会

社の一方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）

又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除

く。 

ａ 親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会

社の関係にある場合 

ｂ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

(ｲ) 人的関係 

次のいずれかに該当する２者の場合をいう。ただし、ａについては、会社の一方

が更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社であ

る場合を除く。 

ａ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

ｂ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生

法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

(ｳ) その他入札の適正さが阻害されると認められる関係 

次のいずれかに該当する２者の場合をいう。 

ａ 組合とその組合員 

ｂ 一方の会社の代表者と他方の会社の代表者とが、夫婦の関係である場合 

⑶ 維持管理企業の入札参加資格 
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姫路市上下水道局競争入札の参加資格等について（令和４年姫路市上下水道局告示

第３号）第３項の規定の例によりその例によることとされた競争入札の参加資格等に

ついて（平成２３年姫路市告示第４０８号。以下「告示」という。）第５項の規定によ

り業者登録名簿に登録され、かつ、次の全てに該当する者であること。 

なお、維持管理業務を複数の者で分担して実施する場合は、複数の者で次に掲げる要

件を全て満たすように維持管理企業グループを構成すること。 

ア 業者登録名簿の役務提供業種のうち、業種「各種調査計測」の詳細業種「土木コン

サル関係」若しくは「その他の詳細業種」又は業種「設備等点検・保守」の詳細業種

「水道設備」において競争入札に参加する資格を有する者 

イ 業者登録名簿の工事の業種のうち、業種「土木工事」において競争入札に参加する

資格を有する者 

ウ 土木一式工事に係る建設業法（昭和２４年法律第１００号。）第３条の国土交通大

臣又は都道府県知事の許可を受けている者 

エ 令和５年度の競争入札の参加者の格付け基準とした建設業法施行規則（昭和２４

年建設省令第１４号）第２１条の４に定める様式第２５号の１２（以下「経営事項審

査結果通知書」という。）において、土木一式工事の総合評定値が５７０点以上あり、

第４項第２号に定める入札参加申込の受付期間の満了時又は入札日の前日までに、

契約締結予定日において有効な経営事項審査結果通知書の写しを姫路市上下水道事

業管理者（以下「管理者」という。）に提出している者又は提出 することができる

者 

オ 本業務の統括管理責任者として専任で配置できる次の各号に掲げるいずれかの技

術者を有する者。ただし、統括管理責任者においては、常勤の自社社員であり、かつ、

入札参加申込締切日において引き続き３か月以上の雇用関係を有すること。 

(ｱ) 技術士（技術士法（昭和５８年法律第２５号)による第２次試験のうち、技術部

門について上下水道部門（選択科目を下水道に限る。）又は総合技術監理部門（上

下水道部門に限る。）に合格し、同法による登録を受けている者）等の下水道法施

行令第１５条各号に規定する資格を有する者 

(ｲ) 土木工事に関する主任技術者又は監理技術者（建設業法第２７条の１８第１項

に規定する監理技術者資格者証の交付を受けている者で、監理技術者講習修了証

の交付を受けている者。以下同じ。）を有する者 

(ｳ) 日本下水道管路管理業協会認定の下水道管路管理総合技士又は下水道管路管

理主任技士の資格を有する者等の下水道法施行令第１５条の３各号に規定する

資格を有する者 

カ 本業務に配置できる土木工事に関する主任技術者又は監理技術者を有する者。た

だし、主任技術者又は監理技術者においては、常勤の自社社員であり、かつ、入札参

加申込締切日において引き続き３か月以上の雇用関係を有すること。 
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キ 過去１０年間（平成２５年４月１日以降。以下同じ。）において、国、地方公共団

体又はこれらに準ずる機関（公団、公社、事業団等をいう。）（以下「国等」という。）

が発注した下水道管路施設の調査又は清掃（浚渫）業務若しくはその他の維持修繕工

事を元請として履行した実績（令和５年３月３１日までに完了した業務又は工事に

限る。ただし、業務を共同企業体として履行している場合は、当該共同企業体の代表

者として履行した実績に限る。）があること。 

⑷ 設計企業の入札参加資格 

告示第５項の規定により業者登録名簿に登録され、かつ、次の全てに該当する者であ

ること。 

ア 土木コンサルタントの業種のうち、下水道の詳細業種において競争入札に参加す

る資格を有する者 

イ 本業務に配置できる技術者（技術士法（昭和５８年法律第２５号)による第２次試

験のうち、技術部門について上下水道部門又は総合技術監理部門（いずれも選択科目

を下水道に限る。）に合格し、同法による登録を受けている者等の下水道法施行令第

１５条各号に規定する資格を有する者）を有する者。ただし、当該技術者は、常勤の

自社社員であり、かつ、入札参加申込締切日において引き続き３か月以上の雇用関係

を有すること。 

⑸ 建設企業の入札参加資格 

告示第５項の規定により業者登録名簿に登録され、かつ、次の全てに該当する者であ

ること。 

ア 業者登録名簿の工事の業種のうち、業種「土木工事」の詳細業種「管更生」におい

て競争入札に参加する資格を有する者 

イ 土木一式工事に係る建設業法第３条の国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受

けている者 

ウ 下水道管渠
きょ

の更生工法のうち、自立管の形成工法又は反転工法について、公益財団

法人日本下水道新技術機構の建設技術審査証明を受けた工法の団体等に属する者 

エ 法人にあっては、入札公告日の前日において本社が姫路市内にある者。個人にあっ

ては、入札公告日の前日において住所及び主たる事業所の所在地が姫路市内にある

者 

オ 令和５年度の競争入札の参加者の格付け基準とした経営事項審査結果通知書にお

いて、土木一式工事の総合評定値が６６０点以上ある者 

カ 本工事に専任で配置できる土木工事に関する主任技術者又は監理技術者を有する

者（１級若しくは２級土木施工管理技士等又は建設業法第７条第２号ハの規定によ

り認定された者を本工事に専任で配置できる者）。ただし、主任技術者又は監理技術

者においては、常勤の自社社員であり、かつ、入札参加申込締切日において引き続き

３か月以上の雇用関係を有すること。 
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キ 第４項第２号に定める入札参加申込の受付期間の満了時又は入札日の前日までに、

契約締結予定日において有効な経営事項審査結果通知書の写しを管理者に提出して

いる者又は提出できる者 

３ 制限付一般競争入札参加申込書等を配布する場所 

姫路市ホームページで提供 

（https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000026462.html） 

４ 入札参加申込及び入札参加資格の審査 

⑴ 入札に参加しようとする者（以下「参加希望者」という。）は、次号に示す受付期間

に、次に掲げる書類を書留郵便により提出して、第２項に掲げる入札参加資格の審査を

受けなければならない。 

ア 制限付一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

イ グループ結成届（様式第２号） 

ウ 各構成員の関連企業申告書（様式第３号） 

エ 市税の納税証明書（姫路市税の納税義務がある構成員について公告の日以後に発

行されたものの原本に限る。地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第５９条の

規定による徴収の猶予を受けている場合は当該事実を証する書類とする。） 

オ 国税の納税証明書（全ての構成員のものについて公告の日以後に発行されたもの

の原本に限る。新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律

の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５号）第３条の規定による納税の猶予を

受けている場合は当該事実を証する書類とする。） 

カ 最新の経営事項審査結果通知書の写し（維持管理企業のうち土木工事の業種にお

いて入札参加資格を有する者及び建設企業のものに限る。） 

キ 第２項第５号ウに規定する入札参加資格の条件となっている工法について、公益

財団法人日本下水道新技術機構の建設技術審査証明を受けた工法の団体等に属する

ことを証する書類等の写し 

ク 維持管理企業の工事（業務）実績調書（様式第４号） 

資料の作成に当たっては、第９項第２号によること。 

ケ 維持管理企業、設計企業及び建設企業の配置予定技術者経歴調書（様式第５号） 

資料の作成に当たっては、第９項第２号によること。 

コ 返信用封筒（返信先（参加希望者の住所及び商号又は名称）を記載し、簡易書留料

金分を含む郵便料金に相当する切手を貼った長形３号封筒） 

⑵ 入札参加申込の受付期間及び提出先 

ア 受付期間 

公告の日から令和６年（２０２４年）１月２５日まで 

イ 提出先（郵送先） 

郵便番号 ６７２－８７０９ 



8 

姫路市飾磨区今在家１３５１－２２ 

姫路市上下水道局下水道部下水道管理センター（以下「下水道管理センター」とい

う。） 

電話番号 ０７９－２３４－３５０７ 

⑶ 姫路市は、提出された書類により入札参加資格の審査を行い、その結果は、令和６年

２月２日を目途に制限付一般競争入札参加資格確認通知書（以下「確認通知書」という。）

を発送し通知する。なお、入札参加資格を有するとの通知を受けた構成員が第２項第２

号から同項第５号までに定める入札参加資格を満たさなくなった場合（以下「指名停止

等に該当する場合」という。）は、入札に参加することはできない。ただし、グループ

の代表企業以外の構成員が指名停止等に該当する場合で、入札の前日までに当該構成

員の除外及び変更について姫路市が認めた場合に限り、引き続き参加資格を有効とす

る場合がある。 

⑷ 入札参加資格がないと認めた参加希望者には、確認通知書にその理由を記載する。 

⑸ 参加希望者は、入札参加資格がないと認めた理由について、姫路市に対し、説明を求

めることができる。その場合には、令和６年２月７日までに入札参加資格がないと認め

たことに対する理由請求を書面（様式任意）にて下水道管理センターに持参又は郵送に

より提出すること。期日までに当該請求があった場合は、姫路市はこれに対し、速やか

に回答する。 

５ 書類の作成及び提出について 

⑴ 提出する書類の作成に係る費用は、参加申込者の負担とする。 

⑵ 提出する書類に係るファイルの作成に使用するアプリケーションソフト及び作成し

たファイルを保存する形式は、次のとおりとする。ただし、ファイルを保存するときに

損なわれる機能は、使用しないものとする。 

アプリケーションソフト ファイルを保存する形式（拡張子） 

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｏｒｄ ．ｄｏｃ又は．ｄｏｃｘ 

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｅｌ ．ｘｌｓ又は．ｘｌｓｘ 

ＰＤＦ ．ｐｄｆ 

⑶ 提出する書類に係るファイルをＬＺＨ方式又はＺＩＰ方式で作成するときは、ファ

イルの圧縮をすることができる。ただし、自己解凍方式は、認めない。 

⑷ ウィルスに感染したファイルの提出は、認めない。 

⑸ 技術提案書（様式第６号）の記載は、文字サイズを１０.５ポイントとすること。 

⑹ 提出された書類は、返却しない。 

６ 要求水準書及び設計図書について 

⑴ 要求水準書及び設計図書の閲覧場所 

姫路市ホームページで提供する。 

（https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000026462.html） 
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⑵ 要求水準書及び設計図書に関して質問しようとする参加申込者は、公告の日から令

和６年１月１９日午後５時までに、姫路市ホームページ（https://www.city.himeji.l

g.jp/module/shareform.php?so_cd=23-3-2-6-0）の下水道管理センターの「お問い合わ

せフォーム」により質問内容（要求水準書又は設計図書の別及び該当箇所の頁数を含

む。）を送信すること。 

回答は、令和６年１月２３日午前１０時から姫路市ホームページ上において閲覧に

供する。 

なお、質問に対する回答は、この入札に係る図書等の追加又は修正事項とする。ただ

し、質問の内容が技術資料に関するときは回答しないことがある。また、質問の内容に

参加申込者を特定することができる記載があるときは、回答しない。 

７ 契約条項を示す場所 

姫路市ホームページで提供する。 

（https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000026462.html） 

８ 入札方法等 

⑴ この入札は、総合評価落札方式により行う。 

⑵ この入札には、最低制限価格の設定はない。 

⑶ 入札書及び事業費内訳書は指定する様式（入札書は様式第１１号を、事業費内訳書は

様式第９号を使用し、入札書、事業費内訳書及び封筒には業務名等を記入し、封筒は密

封すること。また、代理の場合は委任状（姫路市ホームページ（姫路市役所財政局財務

部契約課）を参照（https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000005401.html）)を入

札書と同封すること。 

⑷ 入札を辞退する場合は、事前に辞退届（様式任意）を下水道管理センターに持参又は

郵送により提出すること（入札日前日必着）。 

９ 総合評価に関する事項 

⑴ 評価項目及び評価基準 

各評価項目に係る評価基準及び配点は次の表のとおりとし、得点欄は各評価項目で

与えられる最高点を示す。 

ア 維持管理企業 

評価項目 評価基準 配点 得点 

地域精通

度 

（※１） 

事業所等の所在

地 

主たる営業機能を有する本店

が姫路市内にある法人又は住

所及び主たる事業所が姫路市

内にある個人である場合 

１点 ／１点 
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姫路市内に営業機能を有する

支店若しくは営業所等があり、

法人市民税を納付している法

人又は姫路市内に事業所があ

り、市県民税（普通徴収）、固定

資産税のいずれかの市税が課

されている個人である場合 

0.5 点  

上記以外 ０点  

配置予定

技術者の

実績 

配置予定技術者

（統括管理責任

者若しくは主任

技術者又は監理

技術者）の同種

業務の実績の有

無（※２） 

同種業務で統括管理責任者の

実績が有る 
１点 ／１点 

過去１０年間に同種業務の実

績が有る 
0.5 点  

実績無し ０点  

品質管理 

（※３） 

施工管理基準の

有無 

ＩＳＯ９００１を取得してい

る。 
１点 ／１点 

無し ０点  

社会貢献

等 

（※３） 

環境対策 

ＩＳＯ１４００１又はエコア

クション２１のいずれかの認

証を取得している。 

0.5 点 ／0.5点 

無し ０点  

災害対応に関す

る地域貢献 

姫路市と「災害時における応急

対策業務に関する協定」を締結

している相手方となっている

団体の会員である又は姫路市

地域防災貢献事業所として登

録している。 

0.5 点 ／0.5点 

無し ０点  

過去１０年間に、国等からの要

請を受けて、緊急的に実施した

災害支援活動の実績が有る。 

１点 ／１点 

無し ０点  

減点項目 

（※４） 

指名停止措置の

履歴 

有り 
△１点 

×回数 

／ 

△１点 

×回数 

無し ０点  

技術提案

書 

業務実施方針 

（業務理解度） 

業務の目的、条件、要求水準書

等の内容を適切に理解すると

ともに、業務特性を踏まえた業

務実施方針の適切性や妥当性、

実現性が高い場合に優位に評

価する（３段階（２点／１点／

０点）で評価する。）。 

２点 ／５点 
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特定テーマ 

（住民対応等業

務における課題

等） 

住民対応等業務における円滑

な業務履行に向けて、課題や留

意点を明確にし、その対応策に

ついて具体的で適切な内容の

記載がある場合に優位に評価

する（３段階（１点／0.5 点／

０点）で評価する。）。 

・課題又は留意点及び対応方法

又は具体的手法（工夫）（３つま

で） 

３点  

通常時の実施体

制 

業務従事者及び担当技術者（以

下「業務従事者等」という。）に

ついて、配置する予定の統括管

理責任者等以外に業務経験者、

業務に関連する専門技術者、業

務の実施に必要又は有効な有

資格者及び登録基幹技能者等

を適正に配置するなど業務を

遂行する上で確保される実施

体制の適切性、妥当性が高い場

合に評価する（以下の３項目に

ついて３段階（１点／0.5 点／

０点）で評価する）。 

・夜間・休日を含めた実施体制

（業務従事者等の配置計画（人

数等）） 

・業務経験者（主任技術者、管

理技術者（業務の技術上の管理

を行う者）又は業務責任者とし

て従事した実績を有する者）の

配置 

・専門技術者（土木施工管理技

士、下水道管路管理技士等の有

資格者）の配置 

３点 ／３点 

緊急時の実施体

制 

大雨、台風、地震等の自然災害

に加え、溢水、道路陥没等の重

大な事故の発生時における連

絡及び招集体制（発注者への報

告を含む。）、全社的なバックア

ップ体制（人員及び機材等の準

備を含む。）及びこれらを想定

した訓練計画について、具体性

や適切性、妥当性が高い場合に

優位に評価する（以下の３項目

について３段階（１点／0.5 点

／０点）で評価する。）。 

・連絡及び招集体制 

・バックアップ体制 

３点 ／３点 
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・訓練計画 

合計（技術評価の得点合計） １６点 

※１ 地域精通度については、業者登録名簿により、姫路市上下水道局契約事務取扱

要綱（令和４年４月１日制定）第２条の規定の例によりその例によることとされた

姫路市契約事務取扱要綱（昭和６２年６月２０日制定。以下「事務取扱要綱」とい

う。）第５条の規定に基づき、評価する。 

なお、複数の企業で分担して業務を実施する場合の評価は、いずれか１者の企業

の事業所等の所在地で評価する。 

※２ 同種業務とは、国等が発注した下水道管路施設の調査又は清掃（浚渫）業務若

しくはその他の維持修繕工事を元請として履行した業務（令和５年３月３１日ま

でに完了した業務又は工事に限る。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、

出資比率が２０％以上の場合のものに限る。）である。 

※３ 「品質管理」及び「社会貢献等」については、維持管理企業の代表企業の実績

で評価する。 

※４ 減点項目（指名停止措置の履歴） 

維持管理企業における全ての企業を対象に、令和２年４月１日から公告日前日

までに本市指名停止措置を受けた場合に、１回の措置に付き１点を減点する。 

イ 設計企業 

 評価項目 評価基準 配点 得点 

地域精通

度 

（※１） 

事業所等の所在

地 

主たる営業機能を有する本店

が姫路市内にある法人又は住

所及び主たる事業所が姫路市

内にある個人である場合 

１点 ／１点 

姫路市内に営業機能を有する

支店若しくは営業所等があり、

法人市民税を納付している法

人又は姫路市内に事業所があ

り、市県民税（普通徴収）、固定

資産税のいずれかの市税が課

されている個人である場合 

0.5 点  

上記以外 ０点  

企業の実

績 

過去１０年間の

同種業務等の実

績の有無（※２） 

同種業務の実績が有る。 １点 ／１点 

類似業務の実績が有る。 0.5 点  

実績無し ０点  

減点項目 

（※３） 

指名停止措置の

履歴 

有り 
△１点 

×回数 

／ 

△１点 

×回数 

無し ０点  
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技術提案

書 

業務実施方針 

（業務理解度） 

業務の目的、条件、要求水準書

等の内容を適切に理解すると

ともに、業務特性を踏まえた業

務実施方針の適切性や妥当性、

実現性が高い場合に優位に評

価する（３段階（２点／１点／

０点）で評価する。）。 

２点 ／４点 

業務実施体制 

（実施体制） 

業務従事者等並びに業務経験

者及び業務に関連する専門技

術者（有資格者等）を適正に配

置するなど業務を遂行する上

で確保される実施体制の適切

性が高い場合に優位に評価す

る（３段階（２点／１点／０点）

で評価する。）。 

２点  

合計（技術評価の得点合計） ６点 

※１ 地域精通度については、業者登録名簿により、事務取扱要綱第５条の規定に基

づき、評価する。 

※２ 同種業務とは、国等が発注した下水道管路施設の管渠
きょ

更生工事の設計業務を

元請として履行した業務（令和５年３月３１日までに完了した業務に限る。ただし、

共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。）

である。また、類似業務とは、国等が発注した下水道管渠
きょ

の布設工事の設計業務を

元請として履行した業務（令和５年３月３１日までに完了した業務に限る。ただし、

共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。）

である。 

※３ 減点項目（指名停止措置の履歴） 

令和２年４月１日から公告日前日までに本市指名停止措置を受けた場合に、１

回の措置に付き１点を減点する。 

ウ 建設企業 

 評価項目 評価基準 配点 得点 

企業の実

績 

過去１０年間の

同種工事の実績

の有無（※１） 

姫路市内において同種工事の

実績が有る。 
１点 ／１点 

姫路市外において同種工事 

の実績が有る。 
0.5 点  

実績無し ０点  

本市発注工事に

おける工事成績

等 

姫路市優秀工事表彰制度によ

る表彰（評価対象工事に係るも

のに限る。）（※２）を受けてい

る。 

１点 ／２点 

基準工事成績（※３）が７８点

以上有る。 
１点  

無し ０点  
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配置予定

技術者の

実績・能

力 

過去１０年間に

主任技術者等と

して従事した同

種工事実績の有

無 

主任技術者、監理技術者又は現

場代理人として従事した同種

工事の実績が有る。 

１点 ／１点 

上記以外 ０点  

過去５年間の本

市発注工事にお

ける工事成績

（主任技術者又

は監理技術者と

して従事した土

木工事に限る。）

※４ 

（右の順でいず

れかの評価とす

る。） 

「秀」の評定が複数有る、又は

「秀」及び「優」の評定が両方

有る。 

３点 ／３点 

「秀」の評定が有る、又は「優」

の評定が複数有る。 
２点  

「優」の評定が有る。 

 
１点  

「良」の評定が有る。 

 
0.5 点  

上記以外 ０点  

継続教育（ＣＰ

Ｄ）単位の取得

状況 

推奨単位以上取得 １点 ／１点 

推奨単位以上未取得 ０点  

品質管理 
施工管理基準の

有無 

ＩＳＯ９００１を取得してい

る。 
１点 ／１点 

無し ０点  

社会貢献

等 

（※５） 

環境対策 

ＩＳＯ１４００１又はエコア

クション２１のいずれかの認

証を取得している。 

0.5 点 ／0.5点 

無し ０点  

災害対応に関す

る地域貢献 

姫路市と「災害時における応急

対策業務に関する協定」を締結

している相手方となっている

団体の会員である又は姫路市

地域防災貢献事業所として登

録している。 

0.5 点 ／0.5点 

無し ０点  

過去１０年間に、国等からの要

請を受けて、緊急的に実施した

災害支援活動の実績が有る。 

１点 ／１点 

無し ０点  

減点項目 

（※６） 

指名停止措置の

履歴 

有り 
△１点 

×回数 

／ 

△１点 

×回数 

無し ０点  

技術提案

書 

特定テーマ 

（工事施工上の

安全対策） 

工事施工上の課題や留意点を

明確にし、安全対策についての

記載内容の妥当性が高い場合

に優位に評価する（３段階（２

点／１点／０点）で評価す

る。）。 

６点 ／６点 
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・課題又は留意点及び対応方法

又は具体的手法（工夫）（３つま

で） 

合計（技術評価の得点合計） １７点 

※１ 同種工事とは、国等が発注した下水道管路施設の管渠
きょ

更生工事を元請として

履行した工事（令和５年３月３１日までに完了した工事に限る。ただし、共同企業

体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。）である。 

※２ 姫路市優秀工事表彰制度による表彰（評価対象工事に係るものに限る。）とは、

姫路市優秀工事表彰要綱（平成２９年１２月２７日制定）の規定による優秀工事の

表彰のうち、姫路市上下水道局工事成績条件付一般競争入札試行要綱（令和４年４

月１日制定）第２条の規定によりその例によることとされた姫路市工事成績条件

付一般競争入札試行要綱（平成３０年６月２７日制定。以下「工事成績条件付入札

試行要綱」という。）第５条第１項第１号に定めるものをいう。 

※３ 基準工事成績とは、工事成績条件付入札試行要綱第５条第１項第２号に定め

るものをいう。 

※４ 平成３０年４月１日以降に姫路市が発注した土木工事を元請として受注し、

主任技術者又は監理技術者として従事した工事（令和５年３月３１日までに完了

した工事に限る。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％

以上の場合のものに限る。）の成績で評価する。 

※５ 建設企業が維持管理企業を兼ねる場合は、社会貢献等について重ねて加点し

ない。 

※６ 減点項目（指名停止措置の履歴） 

令和２年４月１日から公告日前日までに本市指名停止措置を受けた場合に、１

回の措置に付き１点を減点する。 

ただし、「企業の実績」の「本市発注工事における工事成績等」において、工事

成績条件付入札試行要綱第５条第２項第２号の規定に該当するとして加点されな

い場合にあっては、当該規定の対象となった指名停止措置は、本減点項目において

減点しないものとする。 

⑵ 技術資料の作成及び留意点 

ア 入札参加資格があると認められた入札参加者は、次の技術資料を総合評価落札方

式技術提案書に添付し、管理者に提出しなければならない。なお、書類は、書留郵便

で提出すること。 

(ｱ) 維持管理企業、設計企業及び建設企業の工事（業務）実績調書（様式第４号）

入札参加資格又は評価項目に係る業務又は工事について記載すること。企業の実

績について業務内容又は工事内容の確認できるものとして、一般財団法人日本建

設情報総合センターの測量調査設計業務実績情報サービス（テクリス）の完了登録

又は工事実績情報システム（コリンズ）の竣工登録が確認できる登録内容確認書の
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写しを提出すること。ただし、テクリス又はコリンズで業務内容又は工事内容が確

認できない場合は、契約書の写し又は発注者が発行する施工証明書とともに、内容

が確認できる仕様書等の写しを提出すること。 

(ｲ) 維持管理企業、設計企業及び建設企業の配置予定技術者経歴調書（様式第５号）

統括管理責任者、監理技術者、主任技術者又は管理技術者等の資格を証明する書類

（資格者証の写し等）及び参加申込者と直接的雇用関係にあることを証明する資

料（社会保険証の写し等）を添付すること。実務経験で資格を満たす場合は、実務

経験証明書を添付すること。 

また、配置予定技術者が下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第１５条

各号の規定に該当する場合は、資格を証明する書類（資格者証の写し等）を提出す

るとともに、同令第１５条各号の規定にするものであることが明確に判断できる

業務経験を記載すること。 

工事（業務）実績には、評価項目に係る業務又は工事について記載すること。業

務又は工事実績の確認できるものとして、(ｱ)に記載のものを添付すること。なお、

共同企業体の構成員としての業務又は工事の実績は、出資比率が２０％以上の場

合のものに限る。 

継続教育（ＣＰＤ）の取得状況については、建設系ＣＰＤ協議会の各構成団体が

推奨する単位を満たしている場合に加点するが、取得単位の証明として建設系Ｃ

ＰＤ協議会の構成団体が発行するＣＰＤの記録登録証明書等（公告の日より過去

１年以内又は公告の日以降に発行されたものとし、公告日から過去１年以内に証

明期間の一部が含まれているもの）の写しを提出すること。 

なお、配置予定技術者については、維持管理企業、設計企業及び建設企業でそれ

ぞれ最大２名（維持管理企業が複数の場合は、それぞれの企業で最大２名）を限度

として複数人の技術者を記載することもできる。この場合において、配置予定技術

者の実績・能力の評価については、配置予定技術者のうち、実績等が最も低いと判

断される者で評価する。 

(ｳ) 維持管理企業の代表企業及び建設企業の品質管理及び社会貢献等に関する調

書（様式第７号） 

以下のａ～ｆついては、当該入札の公告日の前日以前に取得・登録しており、技

術資料の提出期限において有効であること。 

ａ 品質マネジメントシステム（ＩＳＯ９００１（２０１５年度版））又はＪＩＳ

Ｑ９００１（２０１５年度版））について、公益財団法人日本適合性認定協会

又は同協会と相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関（一

般財団法人日本規格協会等）から認証を取得している者は、認定証の写しを添

付すること。 

ｂ 環境マネジメントシステム（ＩＳＯ１４００１（２０１５年度版）又はＪＩＳ 
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Ｑ１４００１（２０１５年度版））について、公益財団法人日本適合性認定協会

又は同協会と相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関（一般

財団法人日本規格協会等）から認証を取得している者は、認定証の写しを添付す

ること。 

ｃ エコアクション２１を一般財団法人持続性推進機構から認証を取得している

者は、認証・登録証の写しを添付すること。 

ｄ 姫路市と「災害時における応急対策業務に関する協定」を締結している相手方

となっている団体の会員等であり、その災害対策緊急組織の一員となっている

者は、協定の写し及び当該協定の相手方となっている団体の会員等で災害対策

緊急組織の一員であることを証する書類（公告の日以降の原本）を添付すること。 

ｅ 姫路市地域防災貢献事業所として登録している者は、姫路市地域防災貢献事

業所登録制度に係る登録証の写しを添付すること。 

ｆ 平成２５年４月１日以降に、国等からの要請を受けて、緊急的に実施した災害

支援活動の実績がある場合は、その活動概要を記載し、証明できる書類（要請書、

協定書、契約書等の写し又は国等の参加実績証明書）を添付すること。また、有

ればテクリスの完了登録若しくはコリンズの竣工登録が確認できる登録内容確

認書の写しを提出すること。 

また、下請負として活動に参加した場合は、国等が発出した元請業者への要請

書又は契約書等の写し及び元請業者から下請業者への要請書又は契約書等の写

しを添付し、活動状況の分かる写真等もあれば、併せて添付すること。国等から

活動実績について表彰又は感謝状を受けた場合は、その写しも添付すること。 

(ｴ) 建設企業の工事成績調書（様式第８号） 

建設企業の工事成績については、姫路市ホームページにおいて「工事成績条件を

満たした業者一覧」（適用期間：令和５年７月１日から令和６年６月３０日まで）

（ https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/cmsfiles/contents/0000005/5532/ko

ujiseisekiitiran050701.pdf）を参照し、条件を満たした場合に記載すること。 

また、配置予定技術者の工事成績については、当該技術者が令和元年度から令和

５年度までの間に評定を受けた土木工事（随意契約によるものを除く。）に主任技

術者又は監理技術者として従事し、当該工事に係る工事成績が工事成績評定にお

いて「秀」、「優」又は「良」の評定がある工事がある場合に記載すること。ただし、

評定結果に「秀」又は「優」がない場合にのみ、「良」を記載すること（「良」の評

定については１件でも可とする）。 

また、主任技術者又は監理技術者として従事した工事の実績を証するものとし

て、一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム（コリンズ）

の竣工登録が確認できる登録内容確認書の写しを提出すること。また、当該工事の

成績を証するものとして、姫路市財政局工事技術検査室から通知する工事成績評
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定結果通知書及び工事成績評定表の写しがある場合は添付すること。 

(ｵ) 維持管理企業及び設計企業の技術提案書（業務実施方針）（様式第６号の２） 

業務の実施方針、業務実施フローチャート及び工程計画等について記載するこ

と。また、参考資料を添付する場合は、技術提案書を補完する図表、写真、文献等

の抜粋に止め、Ａ４版（図表はＡ３版まで）で明確に判読できるものとし、様式を

含めて片面３枚以内とすること（以下(ｶ)、(ｷ)同じ）。 

(ｶ) 維持管理企業及び建設企業の技術提案書（特定テーマ）（様式第６号の３、様式

第６号の４） 

課題又は留意点及び対応方法又は具体的手法（工夫）についての提案数はそれぞ

れ３つまでとする。なお、１つの提案の記載中に複数の提案内容が記載されている

場合で、効果の見込めない提案が含まれている場合は加算の対象としない。 

(ｷ) 維持管理企業及び設計企業の技術提案書（業務実施体制）（様式第６号の５、様

式第６号の６、様式第６号の７） 

業務従事者及び専門技術者等の人数、配置等、業務の実施体制を業務ごとに組織

図等により明示すること。なお、業務を複数の企業で分担して実施する場合は、各

構成員の分担する業務の範囲を明確にした上で実施体制を記載すること。 

また、他の企業に当該業務の一部を再委託する場合は、再委託先又は協力先名及

び再委託業務の内容を記載すること。 

配置予定技術者以外に業務に関連し、有益と考えられる有資格者等（下水道管路

管理総合技士、下水道管路管理主任技士等の専門技術者をいう。）を配置する場合

には、その旨を記載するとともに、保有資格を証明する書類（資格者証の写し等）

及び参加申込者と直接的雇用関係にあることを証明する資料（社会保険証の写し

等）を添付すること。 

イ 提出部数 

原本５部及びＣＤ－Ｒ１枚（書類一式（添付書類を含む。）のデータ（Ｗｏｒｄ形

式。写し等の添付書類はＰＤＦ形式）を格納したもの） 

ウ 技術資料の提出期間及び提出先 

(ｱ) 提出期間 

令和６年（2024年）２月２日から令和６年（2024年）２月１５日まで 

(ｲ) 提出先（郵送先） 

下水道管理センター 

エ 提出された技術資料について、ヒアリングを実施することがある。その際は、別途

通知する。 

⑶ 総合評価の方法 

ア 技術資料の内容が最低限の要求要件を満たしており、要求水準書に記載された業

務内容について、要求要件を実現できると認められる場合に標準点を付与し、さらに
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技術資料の内容に応じて第１号に掲げる評価項目ごとに評価を行い、加算点を与え

る。なお、標準点を１００点とし、加算点の最高点数は３９点とする。 

イ 総合評価は、標準点と加算点の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数

値（以下「評価値」という。）をもって行う。 

ウ 次のいずれかに該当する者は、失格とする。 

(ｱ) 技術資料を提出期間中に提出しない者 

(ｲ) 技術資料の内容が、最低限の要求要件を満たしてない者 

(ｳ) 技術資料に未記入等の不備がある者 

(ｴ) 技術資料の評価において、内容が不適と認められた者 

エ 入札参加者は、加算点について姫路市に対し、照会することができる。その場合に

は、令和６年３月１２日から同年３月１５日までに書面（様式任意）にて下水道管理

センターに持参又は郵送により提出すること。期日までに当該請求があった場合は、

姫路市はこれに対し速やかに回答するものとする。 

⑷ 評価内容の担保 

ア 落札者は、技術資料に記載した内容に基づいて業務を行うものとし、履行状況につ

いて姫路市は事業モニタリングにより適宜確認を行う。 

イ 本業務の落札者（受託業者）の実績については、次回の同業務の入札に際して、加

減点評価として評価値に反映する。特に、受託業者の責めにより提案された技術資料

の評価内容が業務期間を通じて達成できなかった場合については、対象業務の構成

員を対象に減点評価を実施する。 

ウ 現場条件の変更や天候不良等の不測の事態により、提案された技術資料の評価内

容が履行できなかった場合は、受託業者は姫路市に対して、その理由を書面により申

し出ることができる。 

１０ 入札及び開札の日時、場所 

⑴ 日時 

令和６年（2024年）３月１１日 午前１０時 

⑵ 場所 

姫路市飾磨区今在家１３５１－２２ 下水道管理センター ３階会議室 

１１ 入札に関する条件等 

⑴ 入札に当たっては、確認通知書を持参し、提示すること。 

⑵ 入札書及び事業費内訳書に記載する金額は、千円単位とすること。 

⑶ 消費税及び地方消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税

及び地方消費税相当額を含まない金額を入札書及び事業費内訳書に記載すること。 

⑷ 一度提出した入札書及び事業費内訳書は、書換え、引換え又は撤回をすることはでき

ない。 

１２ 入札の無効に関する事項 
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⑴ 次に掲げる入札は、無効とする。 

ア 入札参加資格があると認定された確認通知書のない者がした入札、虚偽の内容を

記載した制限付一般競争入札参加申込書及び技術資料（以下「入札参加申込書等」と

いう。）により入札参加を認められた者がした入札、無効の入札参加申込書等を提出

した者のした入札その他入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

イ 技術資料の記載内容において、業務目的に反する記述や事実誤認等適切な業務執

行が妨げられる内容となっている等、業務が適切に履行できないと判断された入札 

ウ 第９項第３号ウにより失格となった者のした入札 

エ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札 

オ 同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入

札 

カ 談合その他不正な行為によってなされたと認められる入札 

キ 入札書及び事業費内訳書に金額、氏名又は押印のない入札及びこれらが鮮明でな

い入札並びに金額を訂正した入札 

ク 委任のある場合は、委任状のない入札 

ケ 前項第１号及び第２号に規定する入札に関する条件等に違反する入札 

⑵ 第２項第２号クに定めるいずれかに該当する複数の者のした入札は、全て無効とす

る。ただし、該当する者のうち１者を除く他の全ての者が入札を辞退した場合は、残る

１者の入札は無効としない。 

１３ 入札保証金、契約保証金等に関する事項 

⑴ 入札保証金については、免除する。 

⑵ 契約保証金については、規則第２９条の規定を適用する。 

１４ 落札者の決定 

⑴ 入札参加者は、入札参加申込書等及び価格をもって入札をし、入札価格が予定価格

（消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。）の制限の範囲内である入札者のう

ち、評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、その者により当該契約の内容に適合

した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公

正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるとき等、契約の相手方として著しく不

適当であるときは、その者を落札者としないことがある。 

⑵ 入札価格が予定価格の制限の範囲内で、評価値が同値となる者が複数いる場合は、加

算点が最も高い者を落札者に決定する。また、加算点も同値の場合は入札価格が最も低

い者を落札者に決定する。さらに、加算点及び入札価格も同値及び同額の場合は、くじ

によって落札者を決定する。なお、くじを引くことを辞退することはできない。 

１５ 配置予定技術者について 

技術資料に記載した配置予定技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、

退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であることに
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ついて姫路市の了解を得なければならない。 

１６ その他の入札に関する事項 

⑴ 入札参加申込書等に虚偽の記載をした場合においては、入札参加申込書等を無効と

するとともに、指名停止を行うことがある。 

⑵ 落札者が正当な理由なく契約を辞退した場合は、指名停止を行うことがある。 

⑶ 入札参加申込書等の提出後においては、原則として入札参加申込書等に記載された

内容の変更を認めない。 

⑷ 落札決定から契約締結までの間に、落札者が入札制限基準若しくは排除対象業者に

該当し、又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しないことがある。 

⑸ 現場説明会は、行わない。 

１７ 契約及び支払に関する事項 

⑴ 協定及び契約の締結 

ア 姫路市は、落札決定後、落札者を相手方として基本協定を締結するとともに、維持

管理委託契約、設計委託契約、建設請負契約及び災害時維持修繕協定を締結する。 

イ 落札者は、契約締結までに暴力団排除要綱様式第１号及び様式第３号に定める暴

力団排除に関する誓約書を管理者に提出しなければならない。 

ウ 建設請負契約を締結した者が、建設請負契約の履行に当たり下請負人（一次下請以

降の全ての下請負人を含む。）を使用する場合は、下請負人の決定後直ちに、管理者

にその商号又は名称その他必要な事項を通知し、当該下請負人から徴取した暴力団

排除要綱様式第２号に定める暴力団排除に関する誓約書を管理者に提出しなければ

ならない。 

エ 落札者は、落札決定後、別途指定する日までに各業務の支払に必要となるグループ

協定書（様式第１０号）を管理者に提出しなければならない。 

⑵ 契約の方法 

本業務は複数年にわたる契約となるため、業務量の増減や出来高に応じた支払を可

能とし業務の円滑化を図る観点から、維持管理委託契約（ただし、統括管理業務を除く。）

及び建設請負契約については、委託料や請負代金の算定を行う際に用いる単価をあら

かじめ協議し、合意する単価契約方式とする。なお、維持管理委託契約のうち統括管理

業務及び設計委託契約については、総価契約方式とする。 

ア 単価合意の方法 

単価の合意は、維持管理委託契約書及び建設請負契約書の規定に基づき実施する

ほか、次に掲げる手続により実施するものとする。 

(ｱ) 単価契約は、維持管理委託契約における計画的業務については見積参考図書の

工事費内訳書に記載のある工種を対象とし、住民対応等業務・修繕業務については

見積参考図書の工種明細表に記載のある工種（１式表示のもの以外）を対象とする。

また、建設請負契約については、改築工事の見積参考図書の工事費内訳書に記載の
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ある工種を対象とする。 

(ｲ) それぞれの工種の設計単価について、落札者が見積りを提示し受発注者間で協

議を行い、合意した単価に諸経費を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは、その端数金額を切り捨てた金額）を契約単価とし、単価合意書を作成す

る。 

(ｳ) 未契約の工種について新たに契約単価を取り決める必要が生じた場合につい

ては、(ｲ)と同様の方法で契約単価を決定し、単価合意書を作成する。 

⑶ 支払方法 

ア 維持管理委託契約 

受注者は、業務開始後から契約期間中にわたり、月ごとに出来高に応じて支払を受

けるものとする。ただし、次のとおり、あらかじめ設定した各年度の支払限度額を超

えた場合は、支払限度額を上限として支払を受けるものとする。なお、事業費内訳書

（様式第９号）に維持管理業務の金額として記載した金額に１００分の１１０を乗

じた金額を、以下「維持管理業務の金額」という。 

(ｱ) 支払限度額 

支払限度額は、おおむね次のとおりとする。 

ａ 令和６年度 

維持管理業務の金額の３３．３％ 

ｂ 令和７年度 

維持管理業務の金額の３３．３％ 

ｃ 令和８年度 

維持管理業務の金額の３３．４％ 

(ｲ) 前金払、中間前金払及び部分払無し 

イ 設計委託契約 

受注者は、引渡しをした完了した業務の成果物に対して、支払を受けるものとする。

ただし、次のとおり、あらかじめ設定した各年度の支払限度額を超えた場合は、支払

限度額を上限として支払を受けるものとする。なお、事業費内訳書（様式第９号）に

設計業務の金額として記載した金額に１００分の１１０を乗じた金額を、以下「設計

業務の金額」という。 

(ｱ) 支払限度額 

支払限度額は、おおむね次のとおりとする。 

ａ 令和６年度 

設計業務の金額の４０．０％ 

ｂ 令和７年度 

設計業務の金額の４０．０％ 

ｃ 令和８年度 
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設計業務の金額の２０．０％ 

(ｲ) 前金払、中間前金払及び部分払無し 

ウ 建設請負契約 

受注者は、引渡しをした完了した工事の目的物に対して、支払を受けるものとする。

ただし、次のとおり、あらかじめ設定した各年度の支払限度額を超えた場合は、支払

限度額を上限として支払を受けるものとする。なお、事業費内訳書（様式第９号）に

改築工事の金額として記載した金額に１００分の１１０を乗じた金額を、以下「改築

工事の金額」という。 

(ｱ) 支払限度額 

支払限度額は、おおむね次のとおりとする。 

ａ 令和６年度 

改築工事の金額の１５．０％ 

ｂ 令和７年度 

改築工事の金額の４０．０％ 

ｃ 令和８年度 

改築工事の金額の４５．０％ 

(ｲ) 前金払、中間前金払及び部分払無し 


